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長崎市市民センター条例の一部を改正する条例
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条例改正案の概要

(1)改正理由

市民センターのうち南部市民センターにおいて、より効率的な運営を行

い、施設の効用を高めるため利用料金制度を導入し、施設の利用に係る料

金を直接、指定管理者の収入として収受させようとするもの

(2)主な改正内容

ア第10条に規定する「利用料金」について

(ア)第1項の規定に「長崎市南部市民センター」'を加え、第4項により

指定管理者に利用料金を収受させる。

(イ)第2項に規定する利用料金の別表第2に「長崎市南部市民センター

の利用に係る基準額」の表を加える。

多目的ホール

区

研修室

分

(3)施行期日

令和3年4月1日

金額(1時間につき)

2

3

2,042

円

1 57

1 78

1 88



2 施設の概要

(1)位置図
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(2)平面図(配置図)

1階

出入口
▼

エントランスホール

寄せ

身チ便餅

チ吏我宜

食子更衣宣

倉

研傭室 1

空調械室
(雨水利用システム)

目

2階

(3)設置状況

所在地

設置年月

構造

延床面

施設内容

,動"
恒属

手9寺ワー

宜子シ,ワ一宜

多目的ホール

長崎市末石町162

平成 19年3月

鉄骨造2階建

1 520.36rrt,

【1F】

エントランスホール

研修室1・2・3

障害者自立支援室

【2F】

多目的ホール

1 7 台

(4)設置目的

市民にコミュニティ活動の場を提供し、もって住みよい地域社会づ

の推進に資するため

3

駐車場

(5)開館時間

邑欝"

午前8時45分から午後9時までの時間帯を基本とし、1日

12時間15分以上

放
送
室

控
室

主
な
施
設
内
容



(6)休館日年末年始(1 2月29日から 1月3日まで)

(フ)利用料金(基準額)(※1ページの再掲)

多目的ホール

区

研修室

分

3 施設の状況

(1)利用者数

1

金額(1時間につき)

2

平成28年度

3

34,' 502

(2)指定管理料

2,042円

平成28年度

平成29年度

157円

5,320

(3)使用料収入

178円

36,994

188円

平成28年度

平成29年度

4

平成30年度

1,603

指定管理者の状況

5,320

40,1 7 1

(1)現在の指定管理者及び指定期間

ア指定管理者南部市民センター運営委員会

イ,指定期聞平成28年4月1日から令和3年3月31日まで

平成29年度

平成30年度

1,845

令和元年度

5,320

(2)選定方法

34,' 468

(人)

平成30年度

令和元年度

1,707

(千円)

非公募

5,370

令和元年度

(千円)

1,758

4
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5 指定までのスケジュール

令和2年9月

年月 市議会

9月議会

令和2年11月

医亟正〕
・条例改正議案審査

・特定団体に仕様書等を提示

・特定団体から指定に必要な書類を受領

・特定団体の選定

11月議会

令和3年2月

内容

指定管理者の指定

・指定議案審査

2月議会

債務負担行為の設定

・補正予算議案審査

5

匡亟^
当初予算議案(指定管理委託半羽審査



6 条例新旧対照表

長崎市市民センター条例

第1条~第6条

現

(使用料)

第7条羽朔の許可を受けた者(長岐重三重地^
民センターに係るものを除く。)は、別表第1に

行

(略)

定める使用料を納入なければならない。

2 前項の使用料は、利用の許可の際に納入しなけ

ればならない。ただし、市長が特別の理由がある

と認めるときは、この限りでない。

平成14年12月26日

条例第37号

第8条~第9条

長崎市市民センター条例

(利用料金)

第10条利用の許可を戸けた者(長崎市三重地区市

第1条~第6条

民センターに係るものに限る)は、長,市三重

地区市民センターの利用に係る料金(以下「利用

(略)

改正後(案)

料金」という。)を指定管理者に支払わなけれぱ
ならない。

第7条利用の許可を受けた者(長崎市三重地区市
民センター及ぴ長,市南部市民センターに係る

(使用料)

2 利用料金(附属設備の利用に係るものを除く。)

は、別表第2に掲げる額を基準として、利用の形

態等の状況を勘案して指定管理者があらかじめ

市長の承認を受けて定めるものとする。

3 附属設備の利用に係る利用料金については、指

定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定め

るものとする。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理

者の収入として収受させるものとする。

ものを除く。)は、別表第1に定める使用料を納

入なければならない。

2 前項の使用料は、利用の許可の際に納入しなけ

ればならない。ただし、市長が特別の理由がある

と認めるときは、この限りでない。

(略)

平成14年地月26日

条例第37号

第8条~第9条

.

(利用料金)

第10条利用の許可を受けた者(長崎市三重地区市
民センター又は長崎市南部市民センターに係る

第11条~第20条

(市長による管理)

第幻条市長は、指定管理者の指定をすること,がで
きないとき、又は指定管理者の指定を取り消し、

若しくは期間を定めて管理の業務の停止を命じ

たときは、第3条の規定にかかわらず、管理の業

務を自ら行うものとする。

2 前項の場合における、第5条第1項、第6条、

第10条第1項及び第3項、第11条、第14条並び

に別表第2の規定の適用については、第5条第1

項中「市長の承認を得て指定管理者が」とあるの

は「市長が別に」と、第6条中「指定管理者」と

(略)

ものに限る。)は、市民センター

区市民センター又は長崎市南部市民センターに

限る)の利用に係る料金(以下「利用料金」と

いう。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金(附属設備の利用に係るものを除く。)

は、別表第2に掲げる額を基準として、利用の形

態等の状況を勘案して指定管理者があらかじめ

市長の承認を受けて定めるものとする。

3 附属設備の利用に係る利用料金については、指

定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定め

るものとする。 r

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理

者の収入として収受させるものとする。

(略)

崎市三重地

第11条~第20条

(市長による管理)

第21条市長は、指定管理者の指定をすることがで

きないどき、又は指定管理者の指定を取り消し、
若しくは期間を定めて管理の業務の停止を命じ

たときは、第3条の規定にかかわらず、管理の業

務を自ら行うものとする。

2 前項の場合における、第5条第1項、第6条、

第10条第1項及び第3項、第Ⅱ条、第14条並び

に別表第2の規定の適用については、第5条第1

項中「市長の承認を得て指定管理者が」とあるの

は「市長が別に」と、第6条中「指定管理者」と

6

(略)
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あるのは「市長」と、第10条第.1項中「量瞳直三
重地区市民センター」の利用に係る料金(以下「利
用料金」という。)を指定管理者に支払わなけれ

ばならない」・とあるのは「別表第2に掲げる使用

料を市長に納入しなければならない」と、同条第
3項中「利用料金については、指定管理者があら

かじめ市長の承認を受けて」とあるのは「使用料

については、市長が別に1と、第11条中「指定管

理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定める基

準に基づき、利用料金」とあるのは「市長は、特

別の理由があると認めるときは、使用料」と、第

14条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」
と、同条第2項中「市及び指定管理者」とあるの

は「市」と、別表第2中」二金墾」とあるのは「使
用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認

を受けて定める額とする」とあるのは「市長が定

める」とし、第5条第2項、第10条第2項及ぴ第

4項並びに前条後段の規定は適用しない。

あるのは「市長」と、第10条第1項中「市民セン

ター(長市三重地区市民センター又は長市南

部市民センターに限る。)」利用に係る料金(以

3 市長は、第1項の規定により管理の業務を行う

こととし、又は同項の規定により行つている管理

の業務を行わないこととするときは、あらかじめ

その旨を告示するものとする。

下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わ

なければならない」とあるのは「別表第2に掲げ

る使用料を市長に納入しなければならない」と、
同条第3項中「利用料金については、指定'管理者

があらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは

「使用料については、市長が別に」と、第11条中
「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて

定める基準に基dき、利用料金」とあるのは「市

長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」
と、第14条第1項中「指定管理者」とあるのは「市

長」と、同条第2項中「市及び指定管理者」とあ

るのは「市」と、別表第2中「基準額」及ぴ「金

第記条 (略)

額」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があ
らかじめ市長の承認を受けて定める額とする」と

あるのは「市長が定める」とし、第5条第2項、
第10条第2項及ぴ第4項並びに前条後段の規定

は適用しない。

3,市長は、第1項の規定により管理の業務を行う

こととし、又は同項の規定により行つている管理
の業務を行わないこととするときは、あらかじめ

その旨を告示するものとする。

別表第1

1~2 (略)

長。市南,市民センター3

(第7条関係)

多目的ホール

第22条

区分

修室

(略)

附則

(施行期日)

1 この条例は

長崎市古賀地区市民センターの使用料

(経過措置)

2

備考

1~2

金額(1時間につき)

1

この条例の施行の日前に改正前の崎市市民
センター条例の規定に基づき

ンターの利用の許可をけた者の使用につし

ては、なお従前の例による

和3

(略)

別表第1(第7条関係)

(略)1~ 2

第旦望_^

4月1日から施一する

円

2,0.42

157

178

188

市南部市民セ

長崎市古賀地区市民センターの使用料

備考

1~2

7

(略)

旦
4
-



3 長崎市南。市民センターの目的ホール又は

長崎市古賀地区市民センターの体育館を部分的
に利用するときの使用料は、市長が別に定める。

4

長崎市古賀地区市民センターの体育館の利用者

がその利用に係る準備又はりハーサルのために

利用する時間の使用料は、この表に掲げる額(備
考2の適用があるときは、当該適用後の額)の4

割に相当する額とする。この場合において、当該

4割に相当する額に1円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てるものとする。

5 附属設備の使用料は、市長が別に定める。

崎市南部市民センターの目的ホール又は

別表第2 (第10条関係)

3 長崎市古賀地区市民センターの体育館を部分
的に利用するときの使用料は、市長が別に定め

る。

4 長崎市古賀地区市民センターの体育館の利用
者がその利用に係る準備又はりハーサルのため

に利用する時間の使用料は、この表に掲げる額

(備考2の適用があるときは、当該適用後の額)

の4割に相当する額とする。この場合において、

当該4割に相当する額に1円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てるものとする。

多目的ホーノレ

区分

修室

調理室

金額(1時間につき)

1

2

和室

5 (略)

別表第2 (第10条関係)

1 長崎市三重地区市民センターの利用に係る基

円

2,011

,

準額

備考

(略)1~2

3 圭邑喧全空^ヒを部分的に手1岡するときの金額
は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて

定める額とする。

293

多目的ホール

.

188

251

区分

314

修室

4 奎.貝飽杢二ごヒの禾蝿者がその禾1朔に係る準備
又はりハーサルのために利用する時間の金額は、

この表に掲げる金額(備考2の適用があるとき

は、当該適用後の金額)の4割に相当する額とす

る'この場合において、当該4割に相当する額に
1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てるものとする。

'。理室

2

金額(1時間につき)

1

長崎市南部市民センターの利用に係る基準

目的ホーノレ

口室

区分

修室

円

2,011

別表第3 (第18条関係)

備考

1~ 2

1

金

293

2

3

(略)

長崎市三重地区市民センター又は長

188

3

1時間につき)

251

市民センターの目的ホールを部分的に利用す

314

るときの金額は、指定管理者があらかじめ市長の

承認を受けて定める額とする6

4

円

2042

長崎市三重地区市民センター又は長崎市南

(略)

市民センターの多目的ホールの利用者がその利

用に係る準備又はりハーサルのために利用する

時間の金額は、この表に掲げる金額(備考2の適

用があるときは、当該適用後の金額)、の4割に相

当する額とする。この場合において、当該4割に

相当する額に1円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てるものとする。

157

178

188

市南部

別表第3 (第18条関係)

8

(略)


